
住まいるハウス

N

A

B

C

D

E



212

24

29

22

豊後高田

市役所

654

市役所

真玉庁舎

10

宇佐駅

住まいるハウス

住まいるハウス

豊後高田市子育て応援住宅
「住まいるハウス」入居者募集要項

定住促進と子育て世帯の応援のため、西真玉地区に家庭菜園つきの戸建の市営住
宅「住まいるハウス」の入居者を次のとおり募集します。

１ 住宅の所在地

２ 募集棟数

３ 構造及び広さ等

４ 部屋の間取り及び位置図

豊後高田市西真玉２１３８番地１

１棟（A棟）

【建物】木造２階建て ３ＬＤＫ（物置付き）
95.92㎡

【敷地】 224.91㎡～299.82㎡
（駐車スペース2台、家庭菜園付き）
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場所はココだよ♪
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各棟の配置は、
表紙を参考に
してね♪
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※若干仕様が変更となることもあります。

豊後高田市
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５ 入居申込ができる方（入居申込日において次のすべてを満たす方）

６ 入居できる期間

７ 家賃及び敷金

８ 入居申込の期間及び場所

①小学生以下の子を扶養し、現に同居している世帯又は現在妊娠中で、かつ、
母子健康手帳の交付を受けている世帯

②本市に居住していること又は市外から転入して本市に居住しようとしている
こと（※住まいるハウスに住所を移す必要があります。）

③世帯の前年所得合計額が１８９万６千円以上５８４万４千円以下であること
④世帯員全員が市税を滞納していないこと
⑤世帯員全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号
に規定する暴力団員でないこと

次のどちらか短い期間
①同居する子が中学校を卒業するまで
（ただし、同居する子が引き続き高等学校に通学する間に限り、市長の承認
を得て、延長することが出来ます。）

②入居してから10年経過した年度の3月31日まで

①家賃 ４８，０００円／月
②敷金 １４４，０００円（家賃の3か月分）

①申込期間 令和４年４月８日（金）より令和４年4月２５日（月）まで
【市外在住者限定】

（申込者がいなかった場合）
令和４年４月27日（水）より令和４年５月１１日（水）まで

【市内・外在住者】
②申込場所 〒879-0692 大分県豊後高田市是永町39番地３

豊後高田市地域活力創造課 定住促進係
※お持ちいただくか、ご郵送（当日消印有効）ください。

◎入居申込に必要な書類
①子育て応援住宅入居申込書
②添付書類
・入居する世帯員全員の住民票の写し
・入居する世帯員全員（16歳未満除く）の所得証明書（控除内訳あり）
・入居する世帯員全員（16歳未満除く）の市町村税の完納証明書等
・入居する世帯員全員が暴力団員でないことを誓約する書面
・その他市長が必要と認める書面
（婚約者との入居を希望する場合は、婚約を証明する書類が必要です。）

９ 入居者の選考方法
入居者は、市外在住の方で子どもの人数などにより、書類選考させて

いただきます。
※なお、応募数が募集数を超えない場合も選考で入居者を決定します。
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豊後高田市地域活力創造課定住促進係
ＴＥＬ 0978-25-6392 ＦＡＸ 0978-22-2725

市公式ＨＰ：http//www.city.bungotakada.oita.jp/

10 入居決定時期 令和４年４月下旬

1１ 入居可能日 令和４年５月１日以降
※入居可能日より家賃が日割りで発生します。

1２ その他の入居条件
（１）豊後高田市ケーブルネットワークへの加入が必要です。
（料金）ケーブルテレビ基本料金 １，２９６円／月

通信サービス（ひかり電話基本料金込み） １，６８４円／月
合計額 ２，９８０円／月
※このほかにひかり電話開通工事費（新規番号取得の場合は、
１，９４４円）と毎月のひかり電話通話料が必要です。

※インターネット接続は別途料金が必要です。

（２）自治会への加入並びに協力
自治会へ必ず加入してください。また、自治会活動へは積極的に参加し

てください。

（３）入居決定後の手続き
選考で入居が決まった方へ市より「入居決定通知」を送付します。その

通知を受けた日から１０日以内に次の手続きが必要です。
①請書等の提出
原則、大分県内に居住し、独立の生計を営み、かつ入居決定者と同程度

以上の収入を有する2名の連帯保証人が連署した請書などを提出ください。
②敷金の納付（家賃の3か月分１４４，０００円を納付してください。）

※水道料金、下水道料金、電気料金などは自己負担となります。
※「住まいるハウス」では、犬・猫などのペットの飼育はできません。

1４ その他

・破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓その他付帯施設の構造上重要で
ない部分の修繕は入居者が行ってください。

・家庭菜園付きの庭や駐車場等は、入居者が責任を持って管理をお願いします。
※退去の際に現況に戻す必要があるので、植樹等は避けてください。

・住まいるハウスの居室の一部（リビング及び居室３部屋…間取り図の①～④）
の照明は未設置ですので、好みの照明器具を入居者が設置してください。

1３ 見学会等 随時見学の受付を行っています。
詳しくは地域活力創造課までお問い合わせください。


